
【問題】

『借地非訟事件手続』を使わずに解決

を図るトラブルはどれ？
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　借地非訟事件手続とは、いうなれば借地に関する簡易的な
裁判手続きのようなものを指します。裁判手続きには、非訟
と訴訟が区別されていますが、紙面の関係上説明を割愛させ
ていただきます。少し借地のことを知っている人であれば、
「借地のもめ事は借地非訟だ」という認識をお持ちの方もい
らっしゃるかと思いますが、全てがそういうわけではありま
せん。訴訟や調停を経る借地のトラブルもありますので、こ
こでひとつ再確認したく思います。
　借地非訟事件手続にて扱われる事件は簡単に言うと、譲渡
と建物の構造変化（建替え・増改築・条件変更）によるもの
と覚えていただければ大丈夫です。この時点でほぼ正解がお
分かりになるかと思います。①と②は借地非訟事件手続を使
って解決を図ります。つまり訴訟にはならないということで
すね。
　しかし、考えれば考えるほど悩ましいのが④です。公競売
は国が管轄するある種の仲介とみることができます。国が売
ることを斡旋しているのに承諾がいるのかという疑問がわく
かもしれませんが、これは国が売買を許可しているわけでは
ないので、地主さんの承諾は落札後絶対に必要です。地主さ
んが承諾してくれない場合、借地非訟事件手続きをもって裁
判所の代諾許可（地主さんに代わる譲渡許可）を取得する必
要があり、公競売で取得したからといって何もしなければ無
断譲渡で契約解除の危険もあります。話がそれますが、公売・
不動産競売というのは、民間の仲介業者様よりもその規制は
緩く、現代の契約書には必須の「反社会的勢力排除条項」な
るものはありません。先日もそれが話題となっていましたね。
（1月 6日頃の新聞記事をご覧ください。）
　残る③が回答となります。私たちの受ける相談で最も多い
のではないかと思われる地代トラブルです。地代（増減請求）
については調停前置主義（民事調停法第 24 条の２）という
規定があり、まずは調停の場をもってお互いの意見を主張す
ることが必要となってきます。ただし、地代の不払い等に基
づく明渡請求等は訴訟の手続きを経ることになります。ちな
みに、借地非訟事件手続きは冒頭で、簡易的な裁判手続きと
書きましたが、それなりに期間は必要であり、裁判所のホー
ムページによるとおおよそ決着（決定）がつくまで 7～ 9 か
月程度とされています。非訟事件といえども時間と費用がか
かることですので、争うよりもまずはお互いに冷静な話し合
いの場を設けることが円満解決への近道であると信じてやみ
ません。

　今回は 1・2 月合併号としてお送りさせていただきます。本年も素朴な疑問にお付き合い
していただければ幸いです。
　1 年を通して放送されるＮＨＫお馴染みの大河ドラマ。そもそも河が流れているわけで
もないのにどの辺が大河なのでしょうか？
　諸説あるようですが、もともとは『大河小説』をなぞらえたものからきており、『大河の
ようにとうとうと流れるドラマにしたい』という意味を込めて使われたことに由来してい
るようです。大河小説とは人の生涯や歴史を時代の流れとの関連のなかでとらえていこう
とする壮大な長編小説を指し、1900 年代フランスのロマン＝ロランが自身の小説『ジャン・
クリストフ』を大河にたとえたことに由来します。全 10 巻のベートーヴェンをモデルにし
た 3 代にわたり当時の西欧社会を描き出そうとしており、『あらゆる国の悩み、闘い、それ
に打ち勝つ自由な魂たち』をテーマにした作品のようです。
　ＮＨＫは最初『大型時代劇』が正式名称でしたが、放送局を問わず、長
期間放送の豪華配役の時代劇ドラマや現代劇ドラマを『大河ドラマ』と呼
ぶことが世間的に浸透していき、ＮＨＫでも『大河ドラマ』が次第に定着し
ていったようです。
　昨年は平均 12％と視聴率低迷が叫ばれていましたが、1980 年代の一時
期は平均視聴率 39.7％を誇っていた時がありました。今年は東北復興を支
援する背景もあり視聴率回復が期待されていますね。
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大河ドラマの由来って？

ソコダイ

フェイスブックもやってます！
「サンセイランディック底地くん」
　　　　　　　　　　　で検索！

12.

①地主さんが譲渡に応じてくれない

②地主さんが建替えに応じてくれない

③地代を下げて（上げて）くれない

④競売で借地権を取得したが、
　地主さんが無断で売買したことに苦情を言ってきた 底地くん


